
行政改革の取り組み内容（平成２５年度当初取組分） 

 

１ 取組項目№19 【寄附金制度の拡充】 

 

    （１月～６月の寄附） 

    5,000円～50,000円未満  グリーンアスパラ１ｋｇ（1,000円＋送料約 1,000円） 

   

 

    5,000円～10,000円未満  グリーンアスパラ １ｋｇ（1,000円＋送料約 1,000円） 

    10,000円以上 50,000円未満  グリーンアスパラ＋紫アスパラ 約 2ｋｇ 

（約 2,000円＋送料約 1,000円） 

   

    ※ 取組項目№6 電子申請の拡充に基づき寄附金の申込みをホームページ上で行えるよう

に改善を図りました。 

 

 

２ 取組項目 №39 【組織機構の見直し】 

 ４月１日人事異動にあわせ、機構改革を実施 

      ・ 自治基本条例に基づくまちづくりを推進するため、政策財務グループの「政策担当」と

「住民活動グループ」を統合し、「まちづくりグループ」としました。 

      ・ 政策財務グループの「財務担当」と「契約財産グループ」を統合し、「財務グループ」とし

ました。 

      ・ 町民会館の管理を町長部局から「教育委員会」へ移管し、町民会館内に文化振興担

当主査を配置しました。 

 

 

 ３ 取組項目 №43 【定員の適正管理】 

平成２４年度退職者の増加に伴い、３月に採用試験を実施しましたが、「広く優秀な人材」

あるいは「多様な人材」の確保を目的として、民間企業等での職務経験が３年以上ある４０歳

までの者を対象として本町においては初の自己推薦採用試験を実施しました。 

 

 

４ 取組項目 №50 【町民主体のまちづくりの推進】 

美幌町まちづくり活動奨励事業の見直し（別紙） 



美幌町まちづくり活動奨励事業補助金交付要綱 （案） 

 

（通則） 

第１条 美幌町まちづくり活動奨励事業補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、

美幌町補助金等交付規則(平成 15年美幌町規則第 39号。以下「規則」という。)に定めるものの

ほか、この要綱に定めるところによる。  

 

（目的） 

第２条 この要綱は、本町の地域課題の解決や地域の活性化に向けて、町民が主となり組織する団

体等が自ら企画し、自主的に取り組む活動(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助する

ことにより、地域コミュニティの活性化及び活力ある地域社会を実現することを目的とする。  

 

（補助の対象者） 

第３条 補助の対象者は、町内の自治会、町民団体等(以下「団体等」という。)とする。ただし、政治

活動及び宗教活動を目的とする団体等については対象外とする。  

 

（補助の対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、団体等が自主的、主体的に行う事業とし、次に掲げる事業とす

る。  

(1) 地域の安全・安心を推進する事業 

(2) 景観美化、自然環境保全を図る事業 

(3) 子どもの健全育成を図る事業 

(4) スポーツ及び生涯学習の振興のための事業 

(5) 地域の特性を活かした産業・ものづくりの振興のための事業 

(6) 観光振興のための事業 

(7) その他個性豊かなまちづくりの推進に資すると認められる事業 

 

（補助の対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のう

ち次に掲げるものを除いた経費とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。  

(1) 食糧費  

(2) 人件費  

(3) 団体等の経常的な運営維持管理費  

(4) 備品購入費(当該事業の実施に当たり、直接必要と認められるものは対象とする。)  

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認められる経費  

 

（補助の期間） 

第６条 補助の期間は、1年とする。  

別紙 



（補助率及び補助限度額） 

第７条 補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。 

区分 補助率 限度額 

補助対象事業（設備投資に係るものを除く。） 補助対象経費の 10分の 10以内 50万円 

設備投資に係るもの 補助対象経費の 10分の 5以内 100万円 

２ 補助金の額に 1,000円未満の端数がある場合については切り捨てるものとする。  

 

(事業の提案) 

第８条 事業を提案しようとする団体等(以下「提案団体」という。)は、美幌町まちづくり活動奨励事

業企画提案書(様式第 1号)、美幌町まちづくり活動奨励事業収支予算書(様式第 2号)及び美幌

町まちづくり活動奨励事業提案団体調書(様式第 3 号)を原則として事業実施の 2 か月前までに

町長に提出しなければならない。  

 

(審査委員会) 

第９条 前条の規定による提案を審査するために、美幌町まちづくり活動奨励事業審査委員会(以下

「審査委員会」という。)を置く。  

２ 審査委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって構成する。  

３ 委員長は、副町長をもって充てる。  

４ 副委員長は、教育長をもって充てる。  

５ 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。  

 

(庶務) 

第１０条 審査委員会の庶務は、総務部まちづくりグループにおいて処理する。  

 

(事業の認定通知) 

第１１条 町長は、審査委員会の審査を経て決定した事業認定の可否について、美幌町まちづくり活

動奨励事業認定(丌認定)通知書(様式第 4号)により当該提案団体に通知するものとする。  

 

(補助金の交付申請) 

第１２条 事業認定の通知を受けた提案団体は、規則第 4条の規定に基づき、町長が別に定める日

までに補助金の交付の申請を行わなければならない。  

 

 (補助金の概算払) 

第 13 条 規則第 8 条ただし書に規定する概算払は、補助金の額の 80 パーセント以内とする。ただ

し、町長が当該事業の遂行上必要があると認めた場合は、80 パーセントを超えて概算払をするこ

とができるものとする。  

 

 



(補則) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

 

   附 則(平成２５年４月１日一部改正)  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

 

 

別表(第 9条関係) 

総務部長 

民生部長  

経済部長 

建設水道部長 

議会事務局長 

教育委員会教育部長 

国民健康保険病院事務長 

会計管理者 

財務主幹 

 

 

 


